
平成３０年度 第９回

青梅市教育委員会定例会会議録

日 時  平成３０年１１月１６日（金）午後１時３０分

場 所  青梅市役所３階教育委員会会議室



1

第９回青梅市教育委員会（定例会）議事日程 

会  期 平成３０年１１月１６日（金）１日間

場  所 青梅市役所３階教育委員会会議室

日  程 

１ 教育長開会および開議宣言 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 教育長報告事項 

４ 協議事項 

５ 教育長閉議および閉会宣言 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

教育長報告事項（再掲） 

１ 平成３０年度教育費補正予算について（教育部）

２ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔９月分〕について（教育指導担当）

３ 第１５回おうめ子ども俳句コンテスト実施報告について（社会教育課）

４ 平成３１年度青梅市成人式について（社会教育課）

５ 生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１９～実施要領について（社会教育課）

６ 第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）に対する意見募集の実施について（社会教育課）

７ 「第四次青梅市子ども読書活動推進計画（原案）」に対する意見募集の実施について（社

会教育課）

８ 諸報告

（１）委員会等会議録

  ア 青梅市社会教育委員会議会議録（社会教育課）

（２）事業等の実施予定について

ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課）

（３）事業等の実施結果について

ア 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

  協議事項（再掲）

１ 平成３１年度教育費予算の編成について（案）（教育部）

２ 青梅市教育委員会運動部活動の在り方に関する方針の改定について（教育指導担当）

３ 平成３０年度青梅市教育委員会伝統文化奨励表彰について（教育指導担当）

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
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出 席 者   教 育 長   岡 田 芳 典

教育委員会委員   手 塚 幸 子

教育委員会委員   大 野 容 義

教育委員会委員   稲 葉 恭 子

教育委員会委員   榎 本 淳一郎

出席説明員   教 育 長 (再 掲 )   岡 田 芳 典

教 育 部 長   渡 辺 慶一郎

教 育 総 務 課 長   浜 中  茂     

学 務 課 長   石 川 裕 之

指 導 室 長   中 嶋 建一郎

教育指導担当主幹 拝 原 茂 行

学校給食センター所長 渡 部 亀四郎

社 会 教 育 課 長   塚 本 智 信

文 化 課 長   北 村 和 寛

書 記   教育総務課庶務係長   須 崎  満     

教育総務課庶務係 加 納 康 紀
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午後１時３０分開会

日程第１ 教育長開会および開議宣言 

【教育長（岡田）】 本日の定例会には、教育長および委員４名が出席しておりますので、本会

議は成立いたしました。

これより、平成３０年度第９回青梅市教育委員会定例会を開会いたします。

 本日の会議を開きます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第２ 会議録署名委員の指名 

【教育長（岡田）】 初めに、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録の署名委員には、大野委員を指名いたします。

【委員（大野）】 はい、わかりました。

【教育長（岡田）】 次に、平成３０年１０月５日開催の第７回定例会の会議録につきましては、

前回の定例会でお配りしご覧いただいておりますので、よろしければこの場でご承認いただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 ご異議がないようでございますので、第７回定例会の会議録につきまして

は、ご承認いただいたということにさせていただきます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第３ 教育長報告事項 

【教育長（岡田）】 それでは、教育長報告事項から始めます。

まず初めに、委員の皆様から報告を頂戴したいと思いますが、どなたかございますか。

【委員（手塚）】 先週７日（水）に中学校の駅伝大会にお邪魔してまいりました。河辺のグラ

ウンドに会場を移してから２年目ということで、新記録が出されたり、今年も保護者の方たく

さん応援に来てくださいました。しかも前日まで雨だったんですが、皆さん会場の整備に本当

に力を尽くしてくださって、よいコンディションで子どもたちが走ることができたんじゃない

かと思います。駅伝、これから代表の方たちが２月、都で走るということで、また頑張ってい

ただきたいなと思います。

【委員（大野）】 せんだって小学校の授業を見に行ったんですけど、そのときに改めて、ちょ

っと私は勘違いしていたかなと思ったことがあったので紹介したいと思います。

それは何かというと、よく中学生なんかそうなんですけども、自分で作業をやって、ノート

にそれを書きなさいと言われて、あとは誰か指名された生徒や手を挙げた子が前に出るように

言われて正解を書いたり、先生が書いたりする。そういうことをするときに、黒板に正解が書

かれるのを待っていて、自分ではちっともノートに書かない子が結構いるんですよね。生徒は

自分でやれと言われたら自分で考えて書けばいいのになと思っていたんですけど、この前小学

校で授業を見ていて、あれ、これって児童や生徒が悪いんじゃなくて、やっぱり先生が悪いの
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かなと。なぜかというと、ノートってきれいにとりたいんですよ、誰でも。そうすると最後の

正解だけを書いてきれいにしていきたいわけですけれども、途中で自分で考えて書けといった

ものを、これ一体どこに書くんだと。案外そういう指示がなくて、よく見ていると、児童・生

徒は自分が一旦書いたものを消して、先生が黒板に書いたものを写していたりするんですね。

そうすると、指導者の側、先生の側は子どもの考える力を育てるということで、まず自分で考

えたことを書いてみようという指示をするときに、もっと具体的に、「ノートのここにあなたの

考えを書いて。黒板に書いたものを写す欄とは違うから、後で消しちゃいけないよ」とか、そ

ういう指示を出せば、結構子どもって自分からやるんじゃないかなと、そういうふうに思った

んです。

要するに、ノートづくりなどへの指示が先生の方からちゃんとできていないために、子ども

の方では受け身の授業態度にしてしまっていったのではないか、そういうふうに感じました。

ご参考までに。

【委員（稲葉）】 学校訪問で色々拝見させていただいて、先生方一生懸命頑張っていらっしゃ

るなととても思うんです。子どもたちも、私たちが行っているからかもしれませんけれど、き

ちっと授業が受けられているのに、なぜ４０年間学力が伸びないのかというところは何なんだ

ろうなと。昔に戻って考えていかないといけないのかなと思いました。

ただ、学校頑張っている、ご家庭でも頑張っているところは頑張っていらっしゃるので、や

っぱりこれは学校は学校、家庭は家庭じゃなくて、学校と家庭が協力し合って、子どもたちの

学力というか学び、楽しい学びにつながるような方策というのが必要なんじゃないかなと。そ

れにきちっと方策を立ててみんなで取り組んでいくようなシステム。システム化というと嫌が

る親御さんもいらっしゃるかもしれませんけれど、何かそういう指針みたいなものが具体的に

あればいいのかなと思いました。

それから、特別支援教室に通う子どもたちと接触することが多いんですけれども、支援学級

の先生から、先生向けの通信が出ていたのを拝見しました。藤橋小学校だったと思うんです。

あの通信は本当に中身が、生きづらい子ども、一番困っている子どもたちを理解するのにとて

もいい通信だったので、ああいうのを教員だけではなく保護者の方も共通理解で持っていると、

困っている子どもたちへの対応というのがしやすくなるんじゃないかな。理解しやすくて対応

もしやすくてお話もしやすくなる。そうすると、困り感のある子どもたちがどんどん世の中へ

自信を持って出ていけるんじゃないかなと思いました。あの通信、ナンバー２だったんですけ

ど、引き続きナンバー１からずっといただけたらいいなと思っております。

【教育長（岡田）】 この間の学校訪問のときに見たものですね。じゃ、今のお話は藤橋小学校

の校長先生にお話ししてもらって、それを市内全校にメール等で広げて活用することを検討し

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【委員（榎本）】 先日の土曜日、稲葉先生からお誘いを受けて、ＣＡＰのワークショップの大

人の部に参加させていただきました。ＣＡＰでは、子どもたちの回りの暴力を理解して、そこ
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から守っていくということを学ばせていただきました。教育委員会側から、子どものいじめと

か暴力に関しては監視することはできると思うんですけれども、ほかの性暴力とかそういった

ものに関してはなかなかタッチしづらいところがあると思うんですけど、子どもの方から意識

を持って声をあげる教育ができたらば、こちらの方も色々できることがあると思います。その

隙間を埋めるという点で役に立つ活動かと思いましたので、広げていければと感じました。

【教育長（岡田）】 ありがとうございました。

先月から、市民と市長との懇談会というのを各市民センター６会場と、今年初めて新町の「は

ぐはぐ」という施設で午前中実施いたしました。大半の質疑は市長部局で、特に地域保健福祉

センター等の廃止に関する質疑が多かったんですけれども、教育委員会の中では新しい文化交

流センターに絡みまして、音響効果のよい専用の音楽ホールを新しい東青梅には建設すべきで

はないかといった話、あとは青梅では道徳の教科化に伴って市長、教育長が道徳教育について

どういった所見があるかといった質問などがありました。

それから、駅伝大会につきましては、先ほど手塚委員のお話ししたとおりであります。

その前日（６日）に福生市の防災食育センターに、東京都市町村教育委員会連合会第１ブロ

ック研修会で大野委員と施設見学に行ってまいりました。個々食器という形で、ご飯、汁物、

主菜、副菜の４つのお皿に盛りつけている。これが水圧で洗浄する関係で結構重い器で、それ

が４つもありますので、低学年は本当に盛りつけが大変ではないかなという印象がありました。

将来的に青梅市でも数年かけて新しい施設の建設を目指していきたいと思っております。

今週の月曜日（１２日）に、小学校、中学校の合同で行っております経営研究会の閉講式を

行いました。これは校長職あるいは管理職を目指す先生方に対するものでありまして、全くも

う公的なものではない私的な立場で、経験のある校長先生方が今後の新しい管理職の育成を目

指して面接等の事前訓練と研修等を行っておりました。その成果については、今月末、３０日

だと思われますけれども、東京都の昇任試験の結果であらわれてくるかなと思っております。

それから、おととい、１４日、になりますけれども、私、都立多摩高校の学校運営連絡協議

会委員になっておりまして、行ってまいりました。一時期に比べまして多摩高校も非常に落ち

着いてきたということと、今年度進学する生徒も多いんですけれども、就職の方もかなりよく

なっているというお話がありました。また、大学も定員管理が非常に来年度は厳しくなったと

いうことで、従来推薦等で入学できていた大学にもなかなか推薦での合格が厳しくなっている

というような切実なお話も校長先生がされておりました。

以上です。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

１ 平成３０年度教育費補正予算について 

【教育長（岡田）】 それでは次に、教育長報告事項を説明させていただきます。

教育長報告事項１、平成３０年度教育費補正予算について、を説明いたします。

【文化課長（北村）】 それでは、お手元の報告資料１、平成３０年度１２月補正予算につきま



6

してご報告申し上げます。

なお、１２月補正予算につきましては、議決前でございますので、取り扱いにつきましては

ご注意をお願いしたいと存じます。

今回計上しました補正予算につきましては、去る９月３０日から１０月１日にかけまして全

国各地に大きな被害をもたらしました台風２４号襲来に伴いまして、被害を受けた市内の学校

施設や文化財施設の修理等に関するものが中心でございます。初めに、そのうちの文化課関係

についてご説明申し上げます。

お手元にあります当日配付資料の台風２４号被害状況一覧とあわせてご覧ください。この資

料は１０月開催の教育委員会定例会の際に口頭でご報告させていただきました台風２４号の被

害状況を一覧表にしたものでございます。

１番から１７番までの被害を受けた指定文化財のうち、２番の御岳の神代ケヤキと４番の旧

稲葉家住宅、７番の海禅寺境域、１５番の藤橋城跡、１６番の今井城跡の修理等に関わる費用

について、今回の補正予算として計上いたしました。

次に、戻りまして報告資料１の１枚目の１２月補正予算（歳入）をご覧ください。

左から３列目の太線の欄に補正額とありますが、今回補正する金額を記載しております。一

番左側の列の区分・主な内容の欄に記載されております１４国庫支出金（２）文化財保存事業

費関係補助金の補正額が４００万円とあります。内容としましては、国指定天然記念物の御岳

の神代ケヤキの枝が落下したため、当初予定していました樹勢回復事業とあわせて足場を組ん

で樹木の傷んだ箇所の手当を行うための費用の特定財源として計上するものであります。

なお、一番右側の列の補正額の内訳・説明の欄に、補助対象額が２６２万８，０００円から

１，０６２万８，０００円に８００万円増額しまして、補助率が２分の１なので、補正額が   

４００万円となります。

続きまして、１５都支出金（４）文化財保存事業費補助金の補正額が３２５万円とあります。

内容としましては、国指定天然記念物の御岳の神代ケヤキのほか、森下町にあります東京都指

定有形民俗文化財の旧稲葉家住宅の裏にあります土蔵の東側の漆喰壁の崩壊がさらに拡大した

ことと、母屋２階東側の外壁の漆喰の一部が崩落したため、これらの修理費用の財源として計

上するものでございます。

次に、２枚目をご覧ください。１２月補正予算（歳出）になります。歳入と同じく、左から

３列目の太線の欄が補正額となり、今回補正する金額を記載しております。

一番左側の列の区分の欄に記載されています１０教育費の指定文化財保存事業経費（文化課）

の補正額が２７０万円とあります。右側の補正額の内訳・説明の欄をご覧いただきたいと思い

ます。内容としましては、二俣尾にあります東京都指定史跡の海禅寺境域内にある外塀の一部

が約１０メートル倒壊したため、青梅市文化財保存事業費補助金交付要綱にもとづき、その修

理費用の１０パーセントを青梅市が助成するため、補助金として計上するものでございます。

なお、直接予算計上を行っているものではございませんが、一つ下の（参考）運動広場整備
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経費（スポーツ推進課）につきましては、梅郷１丁目運動広場新設に伴う埋蔵文化財発掘調査

の委託料としまして、運動広場の整備事業を所管するスポーツ推進課が計上するものでござい

ます。

教育費として補正する額は総額で１，００６万９，０００円とするものでございます。

次に、１１災害復旧費の災害復旧経費（教育施設災害復旧費）についてでございますが、右

側の補正額の内訳・説明の欄をご覧いただきたいと思います。

修繕料、施設管理委託料、工事費の下、以下内訳とあります。教育総務課分と文化課分のう

ちの文化課分について説明させていただきます。

そのうちの修繕料につきましては、国指定天然記念物の御岳の神代ケヤキの８００万円と東

京都指定有形民俗文化財の旧稲葉家住宅の２５０万円の総額１，０５０万円を計上するもので

ございます。

その下の施設管理委託料につきましては、青梅市史跡の今井城跡と藤橋城跡の敷地内の樹木

がそれぞれ倒れたり枝が折れたりしたため、伐採や枝の剪定などを行うための費用として、そ

れぞれ５０万円ずつ計上するものでございます。

文化課からは以上となります。

【教育総務課長（浜中）】 私の方からは、今の資料の歳出の１１災害復旧費、補正額の内訳・

説明の欄の「以下内訳」とあるところの教育総務課分、台風２４号に伴う学校施設等の災害対

応、これについてご説明させていただきたいと思います。

本日机上配付いたしましたＡ４の縦の学校施設の被害状況をご覧いただきたいと思います。

学校施設の災害復旧費は、この表の歳出の内訳にございますとおり、修繕料と施設管理委託

料と工事費と３つにわたり補正をしております。この内容についてご説明したいと思います。

まず初めに、修繕費でございますが、新町小学校の屋内運動場屋根の修繕費用として１６万

８，３０７円、新町中学校の図書室の窓ガラスの修繕費用といたしまして１万２，７００円、

吹上小学校の屋内運動場の窓ガラス修繕費用といたしまして２万７，５６１円、合計で繰り上

げますので２０万９，０００円の修繕費用を補正するものでございます。

次に、委託料につきましては、第三小学校、河辺小学校、新町小学校、友田小学校、第三中

学校、吹上中学校の敷地内にある樹木の倒木、枝折れ等の被害に対する伐採および剪定のため

の委託料が合計で２６１万５，０００円でございます。

最後に工事費につきましては、霞台小学校の屋内運動場外壁破損復旧工事に１１９万   

３，０００円、第三中学校のプール管理棟の屋根の破損復旧工事費として１３０万円、吹上中

学校の屋内運動場軒下パネルの破損復旧工事費といたしまして１８６万８，５０８円、河辺小

学校、霞台中学校、吹上中学校の防球ネットの破損復旧工事費として合計２８０万円、すべて

の合計工事費につきましては７１６万２，０００円となります。

これらの費用を今回補正をするものでございます。

教育総務課からは以上です。
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【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔９月分〕について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項２、青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔９

月分〕について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 それでは、青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔９月

分〕につきましてご報告をいたします。報告資料２をご覧ください。

この集計は、９月に市内全小・中学校で実施した「いじめ」実態調査の結果でございます。

資料上段左側は９月のアンケートで児童・生徒が記載したものを各学校が１から９の項目に分

類したものでございます。

表の上段を見ていただきますと、左からＡ法令上のいじめ認知件数、Ｂ社会通念上のいじめ

件数といたしてございます。今回、９月につきましては、記名・無記名の選択式で実施してお

ります。つまり、調査項目の４から９につきましては、アンケート調査のところに上段と下段

の２つに分かれておりますが、下段の方が無記名による回答があったものでございます。

いじめの認知件数でございますが、表の左端を見ていただきますと、下段に合計件数がござ

います。アンケートから認知した件数につきましては、小学校で７５５件、中学校で５１件、

合計８０６件でございます。アンケート以外の認知件数でございますが、小学校で３７件、中

学校で８件、合計４５件。これらを合わせました法令上のいじめ認知件数の合計が、小学校で

７９２件、中学校で５９件、合計で８５１件でございます。

これらのアンケート等から発見しました法令上のいじめ認知件数のうち、学校で各担任、ま

たは生活指導主任、管理職等が聞き取りをした結果、いわゆる社会通念上のいじめの件数とし

て捉えたものが、右側Ｂのところでございます。小学校で１１件、中学校で４件、合計１５件

でございます。

これらの対応状況につきましては、右側にございます。最初にお配りしました資料の方は対

応状況の下の合計欄が空欄でございましたので、本日お配りしました資料の方をご覧いただけ

たらと思います。マーカーが入っているものでございます。

期間内に解消した件数が小学校では７６０件、中学校では４４件、継続指導中が小学校では

３２件、中学校では１５件でございます。

表の下段を見ていただきますと、発見のきっかけごとに件数をお示ししております。Ｅアン

ケート調査による発見の件数が最も多くなっております。こちらにつきましても、前回発見の

きっかけごとの対応状況についてご質問いただきましたので、今回からは一番下段にＥの対応

状況としまして、発見のきっかけごとの対応状況をお示ししてございます。例えば、Ｅのアン

ケート調査による発見、小学校では７５５件でございましたが、この７５５件のうち７２８件
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が期間内に解消、２７件が継続指導中ということでございます。

説明につきましては以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 これは学校ごとにアンケート調査で数値が出ているんですけど、この数値と

いうのは保護者の皆様への紹介というのは、各学校でされているのでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 こちらの件数につきましては、例えば保護者会ですとか、そう

いった機会に学校での状況ということで説明をするようになっております。

【委員（大野）】 社会通念上のいじめの件数と法令上のいじめ認知件数との関係なんですが、

特に６、７、８を見ますと、６番は法令上のいじめ認知件数が６４件で、社会通念上のいじめ

件数が２と。これを例に挙げますと、引き算の６２件というのは、下にあるような「親切のつ

もり」とか「悪気なく」というようなことだったわけですよね、学校が調べて。この数字を見

て、私、印象として持つんだけど、子どもたちも、大人もそうなんだけれども、ほかの人の言

ったこととか行ったことについて誤解をすることがありますよね。このアンケート調査という

のは、プラス面でとらえるならば、子どもたちのそういう人間関係のトラブルを事前に防ぐた

めに大変有効な手なんじゃないかなと。たぶんこの差の６２件というのは、先生たちが子ども

に聞いてみて、相手の子にも聞いてみて、「こういうつもりでやってあげたんだよね」とか、「悪

気なくこうだったよね」ということで整理してあげる。そういう意味では、いじめの発見とと

もに、誤解を生まないための人間づくり、そういう点で役に立つ方法なんだなと、この数字を

見て感じます。

【教育長（岡田）】 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 第１５回おうめ子ども俳句コンテスト実施報告について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項３、第１５回おうめ子ども俳句コンテスト実施報告

について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、第１５回おうめ子ども俳句コンテストの実施結果につい

てご説明させていただきます。報告資料３をご覧ください。

俳句コンテストは、市内在住の小・中学生を対象に、７月１日号広報おうめに作品の募集記

事を掲載するとともに、各小・中学校および各市民センター等に応募用紙および応募箱を設置

し、作品の受け付けを行いました。

俳句のテーマにつきましては、昨年同様、自由課題といたしました。

応募総数は、項目９番をご覧いただきたいと存じます。小学生の部が１，２２９句、中学生

の部が１，４２１句、合計２，６５０句の投句がありました。
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応募された句は、今年も青梅市俳句連盟の方々などにご協力をいただき、審査を行い、１０

番に記載のとおり、審査員特別賞２名、教育委員会賞９名、入選作１８名、合計２９名を選出

いたしました。

表彰式につきましては、資料１枚目の一番下、１２番のその他に記載のとおり、１１月１０

日に実施いたしました。

入選作品の一覧は、次のページに添付いたしました。

これらの入選作品につきましては、青梅市教育委員会ホームページに掲載するとともに、  

３０日まで市役所１階ロビーに作品を審査員の講評を添え掲示し、また次号の生涯学習だより

へ掲載することとしております。

説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 以前はちょうど応募の時期が夏ということで、夏のテーマということだった

のが、今回は自由になったことで、本当に１年を通じて色々なテーマでお子さんたち詠んでく

ださっているというのが、また新鮮な気持ちで拝見することができました。中学生が小学生よ

り沢山応募してきてくれているというのがちょっと嬉しくて、学校の先生方からのサジェスト

もあったんじゃないかなと思います。素敵な歌いっぱい、みんなの目に届くといいなと思って

います。ありがとうございます。

【教育長（岡田）】 １，４００首という…でも１人で２首、３首もあるのか。

【社会教育課長（塚本）】 本年度から１人３句というふうに限定させていただいております。

【委員（稲葉）】 前、俳句連盟さんが詠まれた歌を書道連盟が作品にして展示したことがある

んですけれども、この展示も書道連盟さんにお願いして、子ども向けに書であらわして展示す

るという方法もあるのかなと思いました。以上、意見まで。

【社会教育課長（塚本）】 以前、コラボ企画があったんですけれども、今回は俳句連盟さんの

方にお願いしてしまいました。また次回、検討させていただきます。

【教育長（岡田）】 俳句連盟さんの方に書いてもらっているんですか。

【社会教育課長（塚本）】 今回の短冊等につきましては、こちらで用紙等を用意しまして、俳

句連盟さんの方にお願いをして記載していただきます。

【教育長（岡田）】 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

４ 平成３１年青梅市成人式について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項４、平成３１年青梅市成人式について、を説明いた

します。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、平成３１年青梅市成人式についてご説明させていただき

ます。報告資料４をご覧ください。
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まず１．式典期日は、平成３１年１月１４日成人の日の祝日でございます。時間については、

例年どおり午前１０時３０分開式、１１時３０分閉式を予定しております。

２．式場も例年どおり、青梅市総合体育館第１スポーツホールでございます。

成人式の対象者は、４．成人者数１，４００人と、５に記載の特例者を加えた方々でござい

ます。

項目６から７、配布物以下については記載のとおりでございます。

８．新成人による催し物につきましては、現在検討中でございます。

平成３１年の特徴といたしまして、９番、篠原ともえ氏からのビデオレター上映。こちらは

事務所の方と、実現に向けて調整しておるところです。ちょうど篠原ともえさんが二十歳のと

きに生まれた子たちが今年成人を迎えるということで、新成人へのメッセージをビデオレター

としていただくことになっております。

ご案内につきましては、広報おうめに掲載しまして、教育委員の皆様、ご来賓の皆様、対象

者の方々には１２月上旬にご案内状を発送させていただく予定でございます。ご臨席を賜りま

すよう、どうぞよろしくお願いいたします。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 なかなか成人式、ほかのこととぶつかっていて出席できないんですけど。

招待者のところに、各支会長とあるんですけど、この子たちが小さいときからお世話になっ

てきた民生委員さんとか主任児童委員さんをご招待してもいいんじゃないかなと思ったりしま

す。各部長さんでいいと思いますので、地域で応援している方がいるよということで一緒に祝

っていただければいいのかなと思いました。意見まで。

【社会教育課長（塚本）】 次回検討させていただきます。

【教育長（岡田）】 今の件ですが、福祉総務課の方で民生児童委員さんの窓口になっています

けれども、今、中嶋さんが合同協議会の会長ですね。どうしましょうかね、この時期に唐突に

というよりも時間かけて３２年度から、あるいは了解とって、いらっしゃらなくてもとにかく

一定の席を用意しておくとか。急にやって椅子だけ用意して空いていてもしようがないので。

どういう方向がいいか、ちょっと福祉総務課の事務局と、それから民生委員さんの役員会の方

に意向を聞いて、それなら喜んでとなれば、それにあわせて一定の席を用意するとか、少し検

討してもらいましょうかね。

【教育部長（渡辺）】 ただいま課長の方から検討するという話がありました。日程的なところ

もありますので、そういうところは福祉の方と協議しまして、会長さんである中嶋さんなどと

の協議の上、もしご参加いただくようであれば、それについては参加の方向で検討してまいり

たいと思います。

【委員（大野）】 後ほど出てまいります社会教育委員の会議の議事録との関係ですけれども、
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社会教育委員さんたちの意見の中に、成人式で子どもの作品に名前が載っていたので大変盛り

上がっていたけれども、このごろ名前がないために、あまり人気がないようなお話がございま

した。そういう印象で、たぶん私たちみんな持っていると思うんです。その中の答えで、ご本

人の了解を得ていないために、中には自分の子どものときの作品を紹介してほしくなかったと

いう人もいる、そういうようなことで名前を抜いているという答えがあったと思うんです。

成人式って、早く入ってもらいたいのにぎりぎりになっても入らないから、楽しいのなら早

く入るので、そういうためもあってなさっているところもあると思うんですよね。そういう点

では、だれの作品かわからない、自分だって本人がわからないかもしれないところがある。参

加者にとって思い出として楽しめないようなものを流す意味があるのかと考えると、一つは、

どれくらい手間がかかるのかわからないけど、この作品を流してみたいな、映してみたいなと

思ったら、それが四、五十人いるとするならば、本人に連絡をとって許可を得て従来どおり映

す。大変な手間かもしれないけど。

もう一つは、例えば卒業アルバムだけじゃなくて、特に卒業時点の６年生のときの集合写真、

先生たちとの写真とかああいうようなもの。それだけじゃすぐ終わっちゃうんだったら、６年

生のときの行事の写真などを使うと、結構、あ、誰々だとか、皆が皆楽しめるんじゃないかと

思うんですけど、そういうようなものもあるんじゃないか。アルバムというのは公になってい

るものかもしれないけど、そこに映すことに本人の了解を得るのかどうか、そういうことはよ

くわからないんですが。いずれにしても早く入ってきた人たちが楽しめるような、そういう方

法を改めて考えてみたらいいんじゃないかなと思います。去年のとおりじゃなくて。

【委員（手塚）】 何年か前にも一度申し上げたことがあると思うんですけど、今の成人の子た

ちって、小さいときから色々な動画がご家族にも残っていたりするので、例えばそういったも

のを募集をかけて出したいというのを集めたり。あとは、映像作家さんを目指しているような

若手の方でもいいと思うんですけど、ただのスライドじゃなくて、例えばアルバムなんかでも

アップにしたり引いたり動いたりとか、本当に上手な見せ方ができるようになっていますので、

そういったプロモーションビデオ風のこの子たちの流れみたいなものを、多少予算をとって１

本つくって、開始の１０時３０分の１０分前から上映ですというアナウンスを流して入って見

てもらうぐらいのことをしてもいいのかなと思います。今、動画をつくるのが得意な方は、そ

んなに苦でなく素敵なのをつくってくださったりしますので、今どきの子どもたちの興味を引

くようなものをぶつけてみてもいいのかなと。

それから、新成人によるパフォーマンスをやっていただくようになってから、子どもって幾

つになっても自分たちぐらいの人がやっているものってすごく興味があるようで、あの時間は

本当にみんな真剣に見て聞いてしていますので、今年もあれを期待しております。まだ情報が

内密なんだろうかと思うんですけれども。今年もどんな方が出てくださるか、とっても楽しみ

にしています。ありがとうございます。

【社会教育課長（塚本）】 卒業アルバムの集合写真につきましては、校長会で各学校の方にご
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協力いただき、従来から投影しております。動画アルバムの方につきましては、検討させてい

ただきたいと思います。

それから、新成人による催し物なんですけれども、候補がボルダリングで活躍されている方

がいらっしゃるので、その方にお願いできるか考えているんですが、壁をつくるのが難しいの

で、ビデオ等を投影できればと考えております。

【教育部長（渡辺）】 今お話がありましたのはボルダリングの世界的な選手です。壁をつくる

のはなかなか難しいところで、自分の試合に出ている映像もあるということで、今そこら辺の

ところを調整しております。ご本人は前向きに、いいですよというふうな言を得ていますが、

詳細について今詰めているところでございます。

【教育長（岡田）】 ポンと片手でつまんで…なんかその実演があってもいいかもしれないです

ね、登ることはできなくても。

【教育部長（渡辺）】 体育館の施設の関係で、あればいいんですけど。

【教育長（岡田）】 よく舞台屋さんとも相談して…。最低でも映像では紹介できるという話で

すね。

【教育部長（渡辺）】 そういう動きになっています。

【教育長（岡田）】 ほかにいかがですか。よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

５ 生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭２０１９～実施要領について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項５、生涯学習フェスティバル～釜の淵新緑祭    

２０１９～実施要領について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、報告資料５にもとづき説明させていただきます。

生涯学習フェスティバル釜の淵新緑祭は、生涯学習グループ等の日頃の学習成果の発表の場

を設け、市民の自主的な生涯学習の振興を図ることを目的として、毎年開催しております。釜

の淵新緑祭としては平成７年に始まり、市民による実行委員会形式での開催は平成２０年から

になります。

期日につきましては、項目３にございますとおり、平成３１年５月１１日（土）および１２

日（日）の２日間でございます。

４．会場につきましては、例年どおり釜の淵公園および公園周辺の社会教育施設でございま

す。釜の淵市民館の会場については、一応これが最後の予定となります。

５．出演団体募集告知につきましては、実行委員会を組織する関係から、広報おうめ１２月

１日号および市ホームページで行うこととしております。

６．実行委員会につきましては、生涯学習市民会議委員および募集した出演団体から選出さ

れた方で組織し、記載のとおり２回の開催を予定しております。

資料の裏面をご覧いただきたいと存じます。

８．平成３０年度飲食物販売実績でございますが、今年も販売事業者による販売を実施いた
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します。午前から午後のプログラムまで、来場者により長い時間楽しんでいただけるよう、次

回の新緑祭でも飲食物の販売を考えてまいります。

説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

釜の淵新緑祭という名称としては、これで最後にするのか、それ以降、普通財産になった釜

の淵市民館の跡地がどうなるかわからないけれども、公園側の方は、あるいは郷土博物館の方

は使える中で、その後はまたこの実行委員会さんの方で検討されていくということでいいのか

しら。

【社会教育課長（塚本）】 生涯学習推進市民会議の中でも検討していく予定です。委員の中に

はやはり屋外でのイベントというのがすごく特徴的で気に入っているという意見は多数ありま

すので、可能な限り公園ひろばの方は実施していきたいと考えているところでございます。

【教育長（岡田）】 新緑に太鼓やフラダンスがすごく映えるから。

【委員（大野）】 質問があるんですが、今プールに水張ってますね。で、使ってないですよね。

あの水を抜いて会場に使えないかなと思ったんですけど、そういうことは無理なものなんでし

ょうか。

【教育長（岡田）】 水を抜いて、あそこにそれこそ残土でも入れれば平たくなりますのであれ

ですが。そこは今閉鎖中ですけれども、あのエリアも含めて中心市街地活性化検討委員会の方

で管理棟も含めた活用策については何か聞いていますか、部長お願いします。

【教育部長（渡辺）】 あの活用ですけれども、今教育長おっしゃられたように、中心市街地活

性化ということで、釜の淵市民館、プール、駐車場、あとはそこの新緑祭をやっている公園を

含めた一体的な利用を今後どうしていこうかということで、市全体、庁内では検討を始めてい

るところでございます。ですから、一時的には釜の淵市民館も閉鎖しますけれども、市民館を

例えばどこかの団体にお貸ししていく。そのどこかの団体が事業を行うとか、そういったこと

も考えておりまして、簡単に潰しちゃうということではないということです。

あと、プールなんですけれども、新緑祭のときかな、ちょうどカヌー協会があそこのプール

で子どもさんたちにカヌーを教えたりして、そのタイミングに合わせるのかどうかわかりませ

んが、そんなことをやっている状況もございます。

【教育長（岡田）】 よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６ 第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）に対する意見募集の実施について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項６、第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）に対す

る意見募集の実施について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 初めに、事前にお送りしました資料、第六次青梅市生涯学習推進計

画（原案）に若干訂正がございましたので、本日机上配付しました第六次青梅市生涯学習推進
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計画（原案）訂正箇所についてをご覧ください。

１枚目、３項目ありまして、訂正された箇所の抜粋が後ろについてございます。

１番、２ページ「５ 計画の位置づけ」の（３）評価の指標となる「担当課評価が順調であ

る等の評価が９０％以上となるように努めます」という文言を追加いたしました。

２番、８ページ「（２）前計画（第五次生涯学習推進計画）における振り返り」につきまして、

その内容をさらに詳細な内容に変更をしております。それに伴いまして１ページ追加され、そ

の後のページ数にずれが生じたため、目次のページを更新しております。

３番目といたしまして、１０ページの棒グラフ、円グラフの出展の記載を変更してございま

す。

訂正については以上でございます。

それでは、第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）に対する意見募集の実施についてをご報

告いたします。報告資料６をご覧ください。

第六次青梅市生涯学習推進計画は、第五次青梅市生涯学習推進計画が平成３０年度で計画期

間が満了となることから、策定するものであります。

まず、これまでの経過ですが、４月２４日に市長を本部長とした第１回生涯学習推進本部会

議を開催し、方針、策定スケジュールを決定した後、生涯学習推進本部庁内推進会議を３回、

生涯学習推進市民会議を３回開催し、１１月６日の第２回生涯学習推進本部会議に諮り、原案

を決定いたしました。この原案についてパブリック・コメントを実施し、広く市民から本部庁

内推進会議に意見を伺い、１月に改めて生涯学習推進市民会議、生涯学習推進本部庁内推進会

議を開催し、各委員からご意見をいただいた後、生涯学習推進本部会議において経営計画を決

定する予定でございます。

パブリック・コメントの実施期間については、１２月１日から１２月１４日としております。

３．周知方法は、１２月１日広報おうめへの掲載および青梅市ホームページで公表いたしま

す。

４．閲覧場所は、青梅市ホームページへ掲示するとともに、冊子と意見用紙を各市民センタ

ー、中央図書館、釜の淵市民館、永山ふれあいセンター、市役所２階行政情報コーナー、市役

所３階社会教育課窓口に配置いたします。

提出方法については、郵送、ファックス、メールまたは直接社会教育課に持参することとし

ております。

次に、計画の概要をご説明いたします。

１枚おめくりいただき、第六次青梅市生涯学習推進計画の策定についてをご覧ください。

まず、１．策定の方針ですが、本計画は最上位計画である第６次青梅市総合長期計画を踏ま

え、平成３１年から平成３５年までの５年間の計画を策定するものであります。

２．基本方針ですが、今回の策定は第五次生涯学習推進計画の考え方を継承し、市民が主体

的に学習機会を選択して学び、その成果を社会に活かすことができる計画とし、平成２８年度
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に改訂された第６次青梅市総合長期計画で示された将来都市像である「みどりと清流、歴史と

文化、ふれあいと活力のまち 青梅－ゆめ うめ おうめ－」を実現するため、生涯学習を推

進する内容としております。

３．本計画の構成と要旨ですが、第六次青梅市生涯学習推進計画（原案）の冊子の方をご覧

ください。市長の挨拶の次のページに目次を記載しております。第１章から第５章で構成して

おり、１～３章で青梅市における状況を説明し、４・５章で計画の具体的な目標から考察まで

を構成し、計画の体系がわかりやすいように作成しております。

１ページ目をご覧ください。第１章は計画の策定であります。計画の趣旨や期間、指針、範

囲等を示し、この計画が生涯学習社会の形成に向け、幅広い分野の学習事業を体系化し、少子

施策の効果的な展開を図る等、計画の骨格を記載しております。

次に、３ページをご覧ください。第２章は生涯学習の背景と動向であります。３ページで生

涯学習とはという基本的な理念を、４ページから１０ページで主に第五次生涯学習計画以降の

国・都・市の生涯学習に対する動向を示し、生涯学習の置かれている現状を記載しております。

第五次生涯学習計画以前については、７ページ下部に表でまとめております。

次に、１１ページをご覧ください。第３章は青梅市の特徴と現状であります。１１ページに

青梅市の人口構成、１２ページに学習施設の状況や平成２８年実施の市政総合世論調査の結果

から市民の学習ニーズなどを記載し、１３ページに関連するグラフをつけております。

次に、１５ページをご覧ください。第４章は生涯学習推進の目標と基本方針であります。こ

れまでの章を踏まえ、本計画の目標「ともに学んで生きるまち」を示し、これを実現するため、

次の１６ページ以降に４つの基本方針を示しております。

基本方針（１）学習に関連する諸機関・諸団体の連携と協力を進めます。基本方針（２）学

習活動は市民一人ひとりが主役です。次の１７ページ、基本方針（３）青梅らしさを生かしま

す。基本方針（４）学習活動で得たものを地域に広げます。この４つであります。１８ページ

はそれらを図式化したものになります。

次に、１９、２０ページをご覧ください。第５章は施策の展開でありますが、これはその体

系図であります。１９ページ左側に前章の目標、基本方針を示し、右側にそれらを実現するた

め５つの基本的施策を示しております。

基本的施策は、第１節 生涯学習の基礎づくり、第２節 生涯学習の場と機会の充実、第３

節 自主活動の支援 地域づくりは市民の活動から、第４節 学習情報提供と学習相談の充実、

第５節 生涯学習推進体制の確立と、それぞれ節として示しました。

ここまでは先ほどお話ししたとおり、第五次生涯学習推進計画の考え方を継承しているため、

変更しておりません。各節にはそれぞれ主な施策の方向性を示し、さらにはその施策の内容例

を示してあります。

次の２１ページをご覧ください。第１節の１．基本的な考え方、２．現状と課題を示した後、

３．主な施策の方向を示しております。
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その下、表になっております関連する主な事業につきましては、８月３日から９月５日で、

庁内や学校、関連団体に対し調査を実施し、回答を得た事業例を表にして示してあります。

構成につきましては、以下第５節まで同様の記載方法となっております。

関連する主な事業については、調査の結果や現在の生涯学習事業を踏まえつつ、東京    

２０２０大会に向けた気運醸成事業を入れるなど新しい施策も盛り込み、現状に合った内容と

しております。

なお、新規事業につきましては、主に関連する事業例の中にアスタリスクをつけて表記して

あります。

続きまして、４８ページをご覧ください。この原案は、１５人の市民の代表で構成する生涯

学習推進市民会議を３回、庁内の関係部長・課長で構成する生涯学習推進本部庁内推進会議を

２回開催し、それぞれ意見を伺い、策定いたしました。

報告は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（大野）】 今の報告で、私たちに求められているのは、意見募集の方法などについての

意見なのでしょうか、それとも中身についてなのでしょうか。報告の趣旨は何ですか。

【教育長（岡田）】 パブリック・コメントをするだけの報告なのか、中身についての協議なの

か、要はどっちなのかということで。

【社会教育課長（塚本）】 このような内容でパブリック・コメントを実施しますというご報告

でございます。パブリック・コメントをいただいて、その後に決定をしていくということのご

報告です。

【教育部長（渡辺）】 今課長が言ったとおり、報告資料６の関係でパブリック・コメントを行

います。その前段といたしまして、課長の方からご説明しました第六次青梅市生涯学習推進計

画がまとまりました。まとまったんですが、その後、パブリック・コメントを受けまして、こ

んなことを入れてくださいとか、こんなことはどうですかと、そういったご意見をお伺いした

中で完成にもっていくというところでございます。

基本的には、この生涯学習計画は継続するものでございますので、大きな変更はございませ

ん。その中でも、色々なご意見を頂戴する中で、こういったところはそうだなということであ

れば、それを追加していくという段階でございますので、パブリック・コメントの意見募集に

ついてのご報告でございます。

【委員（大野）】 そうすると、逆に私たちからこの内容についての意見はパブリック・コメン

トの中で意見があれば入れるということですか。それとも、パブリック・コメントなどの集約

したころに、教育委員会にもう一回報告等を出して、私たちに意見があるかということで話は

聞いてくれるものなんですか。

【教育部長（渡辺）】 今日すぐというのはなかなか難しいと思うので、教育委員の先生方のご
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意見があれば、パブリック・コメントとは別にご指摘いただければ、パブリック・コメントの

意見募集とあわせまして反映させていきたいと思います。最終的にはまた完成の段階では教育

委員会の中で、こういったものができましたけれどもご意見ございますでしょうかということ

でお示ししたいなとは考えております。先生方にパブリック・コメントで出してくださいとい

うことではなく、意見がもし何かございますれば、その都度ご指摘いただければありがたいな

と思っているところでございます。

【委員（大野）】 確認ですけど、その都度というのは、次回の教育委員会あたりで今度は内容

について意見があったらどうぞと、そういうことですか。

【教育部長（渡辺）】 次回の教育委員会のときでも結構でございますし、気がついたことがあ

ったら、次回の教育委員会までにという形でお願いできればと思います。次回の教育委員会の

ときでも結構ですし、何かのときに、こういうことを思ったんだけどということでも結構でご

ざいますので、その都度でよろしくお願いしたいと思います。最終的には教育委員会のときに

またご意見をいただければありがたいなというふうに思っているところでございます。

【委員（大野）】 今ではいけませんか。

【教育部長（渡辺）】 今でも結構でございます。

【委員（大野）】 回りくどいことを言いまして…。１点あるんです。この生涯学習の計画の中

で、乳幼児とか、小中学生とか、障害者とか、もしくは高年齢の方とか色々ありますけど、ち

ょうど働き始めたころの勤労青年の２０代から３０代ぐらいの人たちの学習の場というか、仲

間づくりの場というか、そういうようなものについて、読んでいく限りではあまり記載がない

ような気がしたんですよね。そこが何か抜けてないかなと。まちづくりなんかでも若者たちに

意見を出してもらったり、色々やっていますよね。そういうような、これから青梅を支える人

たちが青梅の中で仲間づくりをして、青梅の市民として人生を豊かにして、そしてまちづくり

にも貢献していく。そういう仲間づくりを支援するようなことってできないのかなと。

ずっと前に私、一回言ったことがあるんだけど、例えば社会教育課の方で若者向けの色々な

種類の講座をつくって、講座に半年とか１年やれば仲間になりますから、その人たちで今度は

自主的にグループを立ち上げてやっていく。要するにまちづくりじゃなくても、手芸でもダン

スでも何でもいいんですけど。そういうふうになっていくんじゃないかと思って、支援する一

つの方法は、やはり社会教育課で若者向けの講座を考えていったらいいのではないかなと、こ

れを読みながら思ったんです。その方向から何か案として入れられるものがあったら入れても

らうといいんじゃないか。それがまた現実的に、いや、そうじゃないんだと、社会教育課が前

にやったけど若者がちっとも集まらなくてやらなくなったんだとか、色々あるかもしれない。

その辺の事情はよくわからないんだけれども。そのあたりをちょっと一度検討してもらえたら

ありがたいかなと思います。

【社会教育課長（塚本）】 まちづくり等の講座につきましても、近年、社会教育の方でもぷら

っとカフェとか、女子力アップ講座を実施しておりましたが、そこの卒業生の方が企画を持ち
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込んでくれたりする動きもありますので、今後も地元としてみんなで活動できるような企画と

いうのは考えていきたいと思っています。

【委員（榎本）】 意見なんですけど、広報おうめは結構知っていたんですけど、生涯学習だよ

りというのは教育委員になって初めて見たような感じだったんです。非常に内容が、部ごとで

はなくて全体的な行事が載っているので、すごくわかりやすくて、どういうことをやっている

というのはすごく参考にしています。ちょっとあまりほかの人に広がっていないのかなという

のがありますので、もっと広めていくと、生涯学習というものも広がるのかなという気がしま

した。

【社会教育課長（塚本）】 市民会議の方でも、なるべくカラーで刷って、みんなが手にとって

くれるようなものをつくるべきというご意見をいただきましたので、担当課の方も一生懸命つ

くっているところでございます。印刷の部数については、１，５００部刷っていますが、配置

場所についてはもっと検討していきたいと思います。

【教育長（岡田）】 ネットでも読めるんでしたか、ホームページでも。

【社会教育課長（塚本）】 ホームページにもアップされています。

【教育長（岡田）】 広報ですと４万数千部の発行部数ですので、折り込みもやっておりますけ

れども、これは最寄りの社会教育施設にですが、駅とか置いているのかな、ないんだよね。

【委員（稲葉）】 自治会の回覧板で回したらどうですか。回覧板は、自治会に入っていたらそ

ういう情報も入るよということでいいかなと思うんですけど。

【社会教育課長（塚本）】 アイデアありがとうございます。

【教育長（岡田）】 自治会の方からはむやみに回覧を増やすなってことですが、うまく…。自

治会の行事も書いておくとか、スマイルカードを入れておくとか、タイアップしてもらって、

受け入れられるように検討してください。

【教育部長（渡辺）】 先ほどの大野委員さんの質問の続きでございます。若者がこれから青梅

を支えていくというところで、仲間づくりの場としての若者のための講座ということでござい

ます。今種々やっているところではございますが、さらにどんなものがあるのか、そういった

ものを検討いたしまして、今後それが毎年つながっていけば、おっしゃるような実施になると

思いますので、検討させていただきたいと思います。

【委員（手塚）】 パブリック・コメントというところで、ご意見を出してくださる方の年齢層

ってとても高いんじゃないかと思うんですね。実際、私も今度６０歳になるんですが、教育委

員になる前は、大変申しわけないんですが、手前の三次とか二次とかパブリック・コメントと

か、その辺も全く知らないで市民として生活していました。ほぼほぼ、例えば現役の子育て世

代のお父さんとかで読んでくださっている方っていないんじゃないかなと。大野先生がさっき

おっしゃったような２０代のこれから青梅を担っていってくれるような人だったり、例えば大

学生で青梅に住んでいるか、青梅に親御さんがいてどこかに通っているとか、そういう若い方

たちがコメントを出せるような、出したくなるような、その意見を聞いていかないと…。思っ
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たのが、１２ページにアンケート調査の結果が出ていて、市民が希望する施策で、高齢者の介

護予防がもう４５．７％。これは、私も高齢者の方にどっちかというと近いので、ああそうだ

よな、これからを考えるとな、と思うんですけど、これがきっと２０代の若者にアンケートを

とれば、全く違う答えが出てくるんじゃないかなと思ったりもするんですね。

市として、現実問題として、高齢人口の割合というのは増えてきているというところもある

ので、そういった対策が大事なんだというのはあるんですけれども、その先を考えたときには、

若い人たちがここに残って住んで暮らしていってもらいたいというのもあるので、市の方針と

して、じゃあアンケートでこういう結果が出ているから、高齢者向けのものに力を入れてどん

どんやっていきますだけにいってしまっていいのかなということを、ちょっと思ったりしまし

た。そういう中で、パブリック・コメントに若い人の意見をどれぐらい集められるかというの

が、ある意味私たちに課せられた課題なのかなと思います。

具体的にどうしたらいいのかというと、ちょっとまだ今そこまでは考えていないんですが、

本当だったら、２０代、３０代、若者、独身や子育て世代の方たちからの意見を引き出せない

と、また私のような、無関心にこの年まで生きてしまうようなことになってしまうのかなと思

いました。

【社会教育課長（塚本）】 確かに若い方々の意見をもっといただく必要があると考えます。手

法としては、若者がよく利用するＳＮＳとか、そういう方にも情報を流すような手法も色々研

究してまいりたいとは考えております。

【教育長（岡田）】 私も見まして、第五次の中身とだいぶ構成が、特に第５章の施策の展開の

ところは前に比べてすごく充実してはおるんですけれども、ちょっと漏れているところは、先

ほどの企画政策がやっているぷらっとカフェのこととかは記載がないので。４７ページに生涯

学習推進本部庁内推進会議構成員とありますが、こういう人たちがまずそれぞれの所管の中身

の中で生涯学習について収集したものを寄せて、それを本部の方で最終的に決定していく、ま

た市民会議の人たちの意見も入れていくという中でつくり上げているわけだよね。

ですから、先ほどの大野委員からありました若者、青少年の意見について、また推進会議の

皆さんにもちょっと確認して。企画政策がやっているぷらっとカフェとか、今度児童館をどう

するなんていうのもやるみたいだから、そういうきっかけをつくっている、そこに集まった人

たちがまたグループ化していくような流れをつくるということも、さらにパブリック・コメン

トとあわせて書き込むような方向を検討してもらえばいいかなと思うんです。そういうことで

よろしいでしょうか。

【委員（稲葉）】 ４３ページの生涯学習推進市民会議委員さんの名簿なんですけど、行政の方

はどの課から出ていらっしゃるというのはわかるんですけど、この方たちはどういう関係で出

ていらっしゃるのか全くわかっていないので、やっぱり保育園関係なのか、幼稚園関係なのか、

青少年委員なのか、民生関係なのか、その方々の所属というのがきちっとわかると、偏りのな

い委員会になっているのがわかると思うので、その辺を記載していただくといいなと思います。
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【社会教育課長（塚本）】 失礼しました。条文上の選出区分の記載になっておりますので、こ

ちらにつきましては選出母体を表記する形で検討したいと思います。

【教育部長（渡辺）】 先ほど手塚委員さんよりありました若者の意見ということで、教育長か

らもぷらっとカフェとかを活用して、ということでございます。一つには、例えば成人式があ

ります。これから成人式の通知を出します。そのときにホームページを見て意見を書いて出し

ていただくとか、市内には総合高校とか学校もありますので、そこの生徒さんに書いていただ

くとか、そういう手法もあるかなということで。いずれにしましても、高齢者または中間世代

の方々が多いような気もいたしますので、若い世代にも意見を言っていただくようなことをし

てまいりたいと思っております。

【委員（稲葉）】 高校は青梅在住の子は少ないですよ。

【教育部長（渡辺）】 若い人の意見ということの中でということで。

【教育長（岡田）】 よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７ 「第四次青梅市子ども読書活動推進計画（原案）」に対する意見募集の実施について（社会

教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項７、「第四次青梅市子ども読書活動推進計画（原案）」

に対する意見募集の実施について、を説明いたします。

【社会教育課長（塚本）】 それでは、「第四次青梅市子ども読書活動推進計画（原案）」に対す

る意見募集の実施についてご説明いたします。報告資料７をご覧ください。

「第四次青梅市子ども読書活動推進計画」は、現在の第三次計画の計画期間が３０年で満了

となることに伴い、３１年度からの５年間の計画を策定するものであります。

まず、これまでの経過ですが、５月２１日に第１回策定委員会を開催し、委員会および部会

の設置、パブリック・コメントの実施計画書作成などの計画を決定いたしました。その後、部

会を３回開催し、原案をまとめ、１１月１日図書館運営協議会を経て、１１月５日策定委員会

に諮り、原案を決定いたしました。

次に、パブリック・コメントについてであります。

１．周知方法は、平成３０年１２月１日号の広報おうめへの掲載および青梅市ホームページ、

図書館ホームページで公表いたします。

２．意見募集期間は、平成３０年１２月１日（土）から１４日（金）までの１４日間です。

３．閲覧場所は、青梅市ホームページおよび図書館ホームページへの掲示、冊子と意見用紙

を社会教育課、市役所２階行政コーナー、中央図書館、センターの分館図書館、子育て支援セ

ンター、東青梅および河辺市民センター内子育てひろばの各窓口に設置いたします。

４．意見提出方法は、ホームページからダウンロードまたは閲覧場所で配布する意見用紙に

必要事項・意見を記入の上、直接社会教育課または中央図書館窓口、市への郵送、ＦＡＸ、メ

ールのいずれかの方法で提出することとします。
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５．その他といたしましては、いただいた意見については個別に回答するのではなく、後日、

市の考え方を付して、市ホームページおよび図書館ホームページで公表いたします。

６．提出・問合せ先は、お示しのとおりです。

対象は、市内在住・在勤・在学の方といたします。

次に、原案の概要をご説明いたします。「第四次青梅市子ども読書活動推進計画（原案）」の

冊子をご覧ください。

資料を２枚おめくりいただきまして、目次をご覧ください。こちらは３章立てとなっており

ます。

第１章 計画策定の背景については、１節 子どもの読書活動の意義について、「『子どもの

読書活動』は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」とし、２節から４節

で国や東京都の計画の動向を記載した後、統計調査による全国および青梅市の子ども読書の現

状を記載しております。

統計調査にあらわれた青梅市の状況は、５点ございます。１つ目として、子どもの人口が減

少している。２つ目として、図書館登録者数は上がっているが、利用者および利用冊数は小学

生世代を除き減少傾向である。３つ目として、不読者について、特に中学生は都平均より高め

の傾向にある。４つ目として、子どもの年齢が上がると読書離れの傾向がある。５つ目として、

中学生については読書や調べものなどに電子書籍の利用やパソコンやスマートフォン、携帯電

話等を用いる傾向が都の平均よりも高い、となります。

５節においては、三次計画の取組の成果と課題について記載しております。

１３ページをご覧ください。課題といたしまして、小学生までの読書活動は今までの取組に

より活発になっていると考えられますが、中学生以上に改善すべき点があること。それには、

すべての発達段階に応じた取組を展開し、読書習慣の定着を図っていく必要があるということ

が考えられます。

続きまして、１４ページをご覧ください。第２章 青梅市子ども読書活動推進計画の基本的

な考え方では、計画の性格として、国や都の推進計画、青梅市総合長期計画や第三次計画、青

梅市の子どもの現状を踏まえつつ考え、計画の対象は０歳から１８歳まで、計画期間は平成３

１年度から５年間といたします。

目標は、前計画を踏襲し、「読書環境の整備と充実」、「理解の促進と啓発・広報」、「関連機関

等の連携」、「人材の育成・活用」の４本立てとし、子どもたちの発達段階に応じた読書活動を

推進します。

めくりまして、１６ページからは第３章 青梅市子ども読書活動推進のための具体的な取組

です。基本的な考え方の計画の目標にあわせて、取組内容を構成しております。

各取組については、子どもの発達段階にあわせ、子育て支援、幼稚園・保育園、学校、図書

館の順番で並べております。また、各取組には担当課を記載いたしました。
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今回、新しい取組といたしましては、２０ページ、（１１）学校図書館の情報化の推進。こち

らにつきましては、前計画までは検討としていたものですが、情報化に向けて積極的に推進す

る、といたしました。

２３ページ、（９）ホームページの充実。こちらは青梅市の子育てアプリの情報提供について

参加をいたしました。

２４ページ、（３）学校図書館への学校司書の配置による読書活動等の充実については、すで

に３０年度から市内小中学校全校に学校司書を配置しておりますが、そのことにより子どもの

読書や授業支援を充実するという内容です。

また、（５）図書館と学校連携推進重点校事業の実施については、第三次で実施されていたモ

デル校事業というものがありましたが、それを継承し、子どもの自発的な読書活動を育みます。

次に、２８ページから２９ページにつきましては、第四次青梅市子ども読書活動推進のため

の施策の体系図でございます。こちらは１４ページから２７ページの内容を図式化し、わかり

やすく示したものでございます。

説明については以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（稲葉）】 ２４ページの学校図書館への学校司書の配置はとてもよかったなと思うんで

すけれど、香港の小学校を視察させていただいたときに、学校司書の方が１年生から６年生ま

で授業として１回、どのクラスも全員、本の大切さについて入り込んで授業をされているとい

う話を聞きました。司書の方に、もしできることなら国語の時間を少し先生にいただいて、本

に対する色々な授業をしていただくと、もっともっと子どもたちは本に対してのものの見方と

か好きな本の選び方とか、そういうふうなノウハウも、それから本の取り扱いもきちっと学ん

で本に親しんでいけるのではないかなと思います。香港は英語と中国語の圏内なので、とても

その辺は司書さんの位置とポジションというのは学校の中の高い位置に置かれているので、そ

れは子ども読書推進の本を読むというところではすごく重要な位置にあるから大事にされてい

るんだなとすごく思いました。

以上、感想でした。

【委員（大野）】 これまた中身についていいですか。

まず、５ページの２行目です。青梅市の人口って９．４パーセントも減ってないですね。文

章をそのまま読むと、青梅市の人口が９．４パーセント減るんですよね。ということは、つま

り「青梅市の０～１８歳の」というのを入れなければいけないんじゃないかなと思いました。

もしよかったら、検討して入れてみてください。

それから、その下、真中です。上から３行目、「平成２５年度１４，２４０人、１３，９２７

人と減少」というのは、わかりづらいですね。僕だったら、「から」と「へ」を入れて、「平成

２５年度１４，２４０人から１３，９２７人へと減少」というふうにしますけれども。ここも
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検討してもらえますか、わかりやすいようにするために。

それからさらに、７ページ下から２つ目の段落の下から２行目、「５，５９３冊から     

６，３９４冊」というのは、このグラフのどこにあるのかなと思いまして。ほかのはみんなグ

ラフとあわせながら読んでいくとわかるけれども、ここは迷子になってしまいまして。これは

グラフのどこにあるのでしょう。

【社会教育課長（塚本）】 こちらは数字が見にくくなるので全部とってしまったんですけど、

ちょうど棒グラフの並んでいる左から２つ目が「７～１２歳」の棒グラフになります。それを

２５年と２９年で比較したときに、２５年が５，５９３冊、２９年が６，３９４冊。４つ並ん

でいる棒の左から２番目の棒についてご説明しているところでございます。

【委員（大野）】 上のグラフで見ると、１２万何千冊ですよね。

【社会教育課長（塚本）】 すみません、失礼いたしました。こちら誤りでございますので、訂

正させていただきます。

【教育長（岡田）】 ここで今パッと出そうもないので、よく修正をしていただいて。

ご指摘ありがとうございます。

【委員（大野）】 このあたりで、私とまってしまったんですけど、６ページ、２点ありまして、

１つは上から６行目まで読んできて、小学生で増えたのは、新１年生に対して図書館カードを

作成する事業を進めたからですよね。そういうことが書いてあります。ところで、１３～１８

歳については、例えば平成２９年度だと明らかに落ちてきているわけですけれども、そのこと

について増えたということだけの分析ではなくて減ったということの分析もここに入れたらど

うかなと。つまり、「一方、１３～１８歳については」というようなことを入れた方がわかりや

すくないかなと思いました。それが１点。

もう１点。これは質問なんだけど、図書館カードって、ふだん私たちが持っているカードの

ことですよね。あれ、有効期間というのは何年でしたか。

【社会教育課長（塚本）】 ３年で転居しているかどうかの確認があります。

【委員（大野）】 ３年ですか。そうしますと、カードを持っている年齢別登録者数で、小学生

は沢山ありますけど、中学生の１３～１５歳ってもっと減りますよね。小学生で５年生とか６

年生に持たしていた子の図書館のカードというのは、中学生の間、期限切れにならなければ、

使うかどうかはおいといて、所有者はそのまま中学生くらいでも多いんじゃないかなと思った

んですけど。

【教育長（岡田）】 ７～１２歳は６学年、１３～１５歳は３学年だから、６で割ったり３で割

ったりすれば…。

【委員（大野）】 あっ、そういうことか。年齢の１学年あたりじゃないんだ。

【教育長（岡田）】 グラフが不親切なんだね。６歳刻みならわかるけれども。１３～１８歳に

しちゃえば。それか、小学校低学年１～３、高学年４～６と３歳刻みにしていれば比較しやす

いよね。６歳未満は要らないんじゃないの。
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【委員（大野）】 今わかりました。

【教育長（岡田）】 ひっかけのグラフなんだね。

【社会教育課長（塚本）】 大変見にくくて申しわけございません。この棒グラフという表現も

含めまして、折れ線とか、ほかの見やすいような形を検討していきたいと思います。

【教育長（岡田）】 学年別が一番だね。でも、それの５カ年計画だから、よけい難しいんだね。

【社会教育課長（塚本）】 表現方法を検討させていただきます。ありがとうございます。

【委員（大野）】 もう一点。今度は書いてあることについてではないんですけど、これを読む

と中学生の読書率が下がったりしますよね。中学生の読書好きをつくる一つの有効な方法は、

私は朝読書だと思うんですよ。朝の授業が始まる前の１０分間。それはかなりの学校で行われ

ていたりするんでしょうか。今しなくなっちゃっているのかな、よくわからないんですが。そ

ういう状況はご存じでしょうか。

【社会教育課長（塚本）】 この計画をつくるにあたって調査をかけてきて、多くの学校で朝読

書とか全体読書ということを実施しているというデータはございます。

【教育長（岡田）】 それを加えたらどうかな。

【委員（大野）】 そうなんですね。

【社会教育課長（塚本）】 実は前計画まで全学校ごとのそういう施策を並べていたんですけれ

ど、ちょっとボリュームがあるので。それぞれにつきましては毎年、年度の報告をいただいて

いますので、そちらではアップできるところでございます。

【委員（大野）】 今、計画なので、計画の中に入れたらどうですかということを申し上げたい

んです。例えば２０ページの学校図書館の情報化の推進のあたりに入るのがいいんでしょうか、

２２ページの読書活動のところに入るのがいいのかわからないけれども、「学校の読書活動の推

進」というふうなもので一つ入れてもいいんじゃないかなと思うんです。

【社会教育課長（塚本）】 １８ページの（５）各小・中学校の特色を生かした読書指導・読書

活動の取組というところに、「学力の定着や心の教育に密接にかかわる読書の意義を踏まえて、

『読書指導』をはじめ、『朝の読書活動』や『読書習慣』、『読み聞かせ』、『朗読』、『児童による

本の紹介』、『校内一斉読書活動』など各学校の目標や特色を生かした取り組みを継続します」

ということで、一応計画上はこのような表現にさせていただいております。

【委員（大野）】 わかりました。すみません、私が読み取りできていなくて。

【教育長（岡田）】 ほかにいかがでしょうか。

【委員（榎本）】 学校図書館情報化の推進というのがあるんですけど、これはこの前の学校の

事務のＩＣＴ利用というのと関連はありますか。

【社会教育課長（塚本）】 あちらとは直接関係がなくて、実際には現在各学校の蔵書の管理と

いうのが全部紙で行われているところなんですけれど、それを今後電子化していくような方向

で推進していきたいという形です。

【教育長（岡田）】 具体的にどんなことを考えているんですか。
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【社会教育課長（塚本）】 具体的には、３１年度当初予算要求におきまして、指導室の方から

学校図書の管理システムの導入の予算要求を現在しているところです。

【教育長（岡田）】 じゃ、内示を待っているところですね。

【社会教育課長（塚本）】 要求した段階なので、まだ具体的にはわからないということです。

【委員（手塚）】 私も今まさにそこの話をしようかと思っていたところで、本当にありがとう

ございます。私がずっと小学校の図書館にかかわっている中でも、パンドラの箱と呼んでいて、

実際の本の数と台帳の数ともうどうにも合わせようがないということをボランティアをする中

でもすごく感じていて、これは絶対必要だなと。一回やれば、どういう本があるかという管理

もしやすいですし、調べ学習のときに自分の学校の図書館にこういう本があるんだということ

がすぐわかりますし、先生方にとっても今やっている単元で、じゃうちの学校の図書館でここ

の単元に必要なのはというのも全部調べることが簡単にできるようになる。そうすると、無駄

な本を買わなくて済む。ダブッて買ってしまったり、うちの学校にはこれの本が少ないよとい

うのも一目瞭然になってくる。最初は大変なんですが、長い目で見れば絶対、時間もお金も節

約になってくるんじゃないかと思います。ここを推していただけるというのは、本当にありが

たいと思いました。

それから、感想になってしまうんですが、今回も色々なデータで子どもさんたちの現状とい

うのを出してくださっているのが、普通に私、単純に面白いなと思って読んでいたんです。中

学生で読書量が減るという中の一つに、学校の図書館の開館時間が短いというのが絶対あるん

じゃないかと。学校訪問させていただいている中でも、今回、図書館、図書室、色々見させて

いただいて、開館時間がお昼休みだけという学校がほとんどでした。子どもたち、昼休みにそ

れなりに用事があったりすると、なかなか行けなかったりする。じゃ放課後、地域の市民セン

ターの図書館に行くかというと、部活動やなにかで行けなかったりする。本が好きというお子

さんの割合は結構高いので、あとはその本にまで辿り着く時間というところで、やっぱり中学

生は色々忙しくなるので、少しでも開館時間を長くできるように。それを考えると、先ほど稲

葉先生も学校司書の活用というところをおっしゃってくださったんですが、司書の先生が少し

でも長い時間学校にいてくださるようにということ。実際、ブックトークなどでかかわってく

ださるにしても、司書の方は決まった曜日に１週間に１回いらっしゃるだけですので、大きな

学校になりますと、その時間に授業をやっているクラスだけということになってしまったり、

色々状況も違います。あとは、学校の規模によっても、もしかしたらここの学校には２人派遣

しなければいけないんじゃないかという規模の学校もあったりすると思うので、その辺、今後

も検討していただけるように。ただ、各学校とも司書の方に来ていただくということが本当に

ありがたいというお声をいただいているので、ここでとまらずに充実に向けて、予算取り大変

かと思うんですが、ぜひ推進していただければと思います。感想です。

【社会教育課長（塚本）】 ありがとうございました。電子化の前段として、学校図書館につき

ましては除籍等も進んでいない学校も多々ありまして、今現在、司書が行って除籍等も進めて
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いるところでございます。

司書もできれば２人体制にしていきたいんですけれども、それは予算があることなので、今

後検討してまいりたいと思います。

【教育長（岡田）】 私も一点。去年から始めた「調べる学習コンクール」について記載がない

ようですが、どこかにふれておかなくていいですか。ちょっと検討してみてください。後で教

えてください。なければ加えてもらえるといいですが。

よろしいですか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

８ 諸報告

（１）委員会等会議録

   ア 青梅市社会教育会議会議録（社会教育課）

（２）事業等の実施予定について

ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課）

（３）事業等の実施結果について

ア 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課）

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項８、諸報告ですが、あらかじめ各委員には事前に目

を通していただいておりますので、何かご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

よろしいですか。

それでは、教育長報告事項は以上で終了いたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

その他 

【教育長（岡田）】 その他、何かございますか。

【学校給食センター所長（渡部）】 当日配付資料としまして、青梅市の学校給食のイメージキ

ャラクター応募数についてという資料をお配りいたしておりますので、それについて説明させ

ていただきたいと思います。

せんだって、９月４日から１０月３１日まで募集をかけまして、その結果といたしましては

３番の応募数を見ていただきたいと思います。小学校については個人応募が５９０点、グルー

プ応募が１２点、合計で６０２点。中学校については個人応募が７４点、グループ応募が５点、

合計７９点。総計では６８１点と大変多くのご応募をいただいております。

今後なんですが、４番の今後のスケジュールを見ていただきたいと思います。まず給食セン

ター職員にて予備選考を行いまして、６８１点の中から小・中それぞれ２０点程度の作品を目

安にまずは選定をいたします。こちらの方は専門家の意見等を聞きながら、給食センター職員

にて選定を行います。残った２０点を次の一次選考としまして、選考委員会でここから小・中

学校各３点ずつに絞ります。そして、その後ですけれども、１月下旬ごろになりますが、児童・

生徒による投票を行いまして、小・中学校別に１学級１票で投票していただきます。それで小・
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中学校各１点に絞ってデザインを決定するというような予定になっております。

なお、表彰式ですけれども、３月中旬に、この３名・３名になるんですけれども、１点ずつ

しか選ばれないんですが、６名の方は表彰しようと今計画をしております。

また、今回はデザインだけの募集になりますので、このイメージキャラクターは名前がつい

ておりません。名称については来年度新たに募集を予定しておりますので、イラストが苦手だ

という子も今度は名前の方で参加していただければと考えております。

以上です。

【教育長（岡田）】 オリンピック・パラリンピックのキャラクターのときと同じような形で、

まずデザインを決めて、名前を決めていくということでやりたいと思います。

本件についてはよろしいですか。

では続いて、社会教育課長。

【社会教育課長（塚本）】 １１月２日、第８回定例会においてご決定いただきました青梅市文

化交流センター条例施行規則について、その後の訂正箇所をご報告させていただきます。

本日ご配付した青梅市文化交流センター条例施行規則の方をご覧ください。訂正箇所は網か

けとなっております。

まず、第２条、貸出施設を利用することができる者につきましては、文書法制と調整中であ

った「個人の利用」を加えさせていただきました。

そのことに伴い、第３条 使用の申請にも「個人の利用」の記載を追加しております。

２ページおめくりいただきまして、第７条 使用料の減免につきましては、当初、多目的ホ

ールの減免につきましては市民会館のホールに倣って減免は行わない方向で進めてまいりまし

たが、施設規模等を勘案しまして、すべての部屋を同様に扱うこととしたため、当該箇所につ

いては削除となっております。

さらに１枚おめくりいただきまして、右の上段、施行規則については、「交付の日」となって

いたものを「条例施行の日」に訂正しております。

ここで仮定としてあるんですが、実は別表の器具等使用料の表について、地下防音室に設置

予定の無料のバンドセットを追加するなど、小さな訂正をただいま法制担当と協議中でありま

す。ピアノの後ろあたりに、バンドセットまた使用料無料というような記載が挿入される予定

でございます。

【教育長（岡田）】 ３番と４番の間に明示して、無料ですよというのを強調するということで

すね。

【社会教育課長（塚本）】 はい。説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 ただいまの部分修正についてはよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第４ 協議事項 
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１ 平成３１年度教育費予算の編成について（案）（教育部） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項に移ります。

協議事項１を議題といたします。平成３１年度教育費予算の編成について（案）、を説明いた

します。

【教育部長（渡辺）】 それでは、協議事項１、平成３１年度教育費予算の編成について（案）、

こちらの資料をご覧いただきたいと思います。

初めに、１の青梅市予算編成方針についてでございます。

平成３０年度の市財政の現状についてでございますが、歳入では、基幹財源であります市税

収入が平成２９年度決算と平成２８年度決算を比較いたしますと、２億１，０００万円余の増

収となっております。前年度までの連続した減収には歯止めがかかったところでございます。

また、平成２９年度一般会計決算においては、実質収支が黒字に転じたほか、財政の弾力性

を示します経常収支比率が９８．７パーセントと、対前年度比で１．４ポイントの改善が図ら

れるなど、数値を捉えた中では市の財政も持ち直したかのように見えるところではございます

が、歳入においては一部企業による法人市民税の増や、またモーターボート競走事業収入、こ

の２つが全体額を押し上げた主な要因でございます。長期的な歳入見通しの改善が図られたと

ころではございません。

一方、歳出についてでございますが、時間外勤務の削減、また全庁的な経費削減の結果とし

て、人件費や物件費は減となったところでございますが、社会保障関係経費などは増加となっ

ておりまして、今後も増加傾向が続く見通しでございます。

経常収支比率が改善したとはいえ、平成２年以降で２番目に悪い数値となっておりますので、

多摩２６市の順位でも２４位となっているところでございます。

文化交流センターの建設等の大規模な投資的事業が３０年度で完了し、また財政規模の縮小

が見込まれるものの、決算の実態は楽観視はできず、財政構造の硬直化は引き続き危機的な状

況ではございます。

人口減少や高齢化、自然災害に備えた防災対策や公共施設の老朽化など、これらの諸課題に

的確に対応し、未来を見据えた市政運営を展開するために、財政状況の危機意識を共有し、そ

の解決に向けて力を結集する必要があるとされるところでございます。

このため、平成３１年度予算については、この困難な状況に立ち向かい、「訪れたい、暮らし

たい、住み続けたい」と思える活力ある「青梅」の実現に邁進する予算として、協議資料１の

裏面の上段にあります、（１）として総合長期計画等の推進、（２）として重点事業への取組、

（３）として持続可能な財政運営の確立、の３項目を基本的な事項として編成することとなり

ました。

次に、２の教育費予算の基本的な方針でございます。先ほどの「青梅市予算編成方針」等を

踏まえまして、教育委員会の基本的な方針を示し、予算編成を進めることといたしました。

その内容といたしましては、（１）として、青梅市総合教育会議において作成した青梅市教育
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大綱に沿って、教育施策の予算化を図ること。（２）として、平成２９年度教育委員会事務点検

評価有識者の意見を踏まえ、各課所管の懸案事項を検証し、その諸課題解決に向けた予算積算

とすること。（３）として、厳しい財政状況の中、緊急度、必要度等をよく吟味し、効率的な事

業執行を踏まえた予算積算とすること。（４）として、新規あるいは拡充する事業については、

その意義、理由等を明確にし、予算積算をすること。（５）として、事業の予算化に当たっては、

常に特定財源の確保に努め、関係課間での必要な情報の共有化を図ること。（６）として、文化

交流センターの円滑な運営に向け、確実な予算積算を行うこと。（７）として、積算の詳細につ

いては、予算編成方針によること。（８）として、個別的指示事項がある場合は、教育長・部長

からの指示に従うこと、などの８項目でございます。

この内容を受けまして、別紙３に平成３１年度青梅市教育委員会の重点施策（案）として、

重点施策（案）を示したところではございます。この重点施策（案）につきましては、教育総

務課長から内容について説明をさせていただきます。

【教育総務課長（浜中）】 それでは、別紙をご覧いただきたいと思います。

３、平成３１年度青梅市教育委員会の重点施策（案）につきまして、平成３０年度の重点施

策と比較して新たに加えた項目などを中心に、概略説明をさせていただきたいと思います。

それでは、１ページをご覧いただきたいと思います。（２）健全育成の推進でございます。①

といたしまして、各学校におけるいじめ総合対策の推進という項目を新たに加えて、いじめに

対する様々な対策をとってまいります。

次に、（３）の学力向上に向けた施策の推進でございます。２ページ目をご覧いただきたいと

思います。具体的な取組といたしまして、⑤スタディ・アシストモデル地区事業の実施。それ

から⑥学校司書につきましては全校への配置を実現し、今後も継続してまいる。これを新たに

追加したところでございます。

次に、（６）生活習慣に関する指導の充実でございます。３ページをご覧いただきたいと思い

ます。③老朽化した学校給食センター根ヶ布調理場を休止し、藤橋調理場への調理の一本化を

実施いたします。平成３１年９月から、第二小学校を除くすべての学校給食の調理を藤橋調理

場で行うものでございます。④として、新しい学校給食センター調理場の検討というところを

加えたところでございます。

次に、（８）教育の情報化推進でございます。３ページの下段になります。①の教育用コンピ

ュータ等ＩＣＴ環境の整備の具体的施策の中に、校務支援システムの活用支援、教員用パソコ

ンの更新、学校の通信環境の改善を追加して実施してまいります。

続きまして、４ページでございます。③学校における情報資産を確保するため、青梅市立学

校情報セキュリティ対策実施手順を改訂してまいります。

次に、（９）の体力の向上の推進でございます。③学校における部活動振興の推進を図るため、

部活動指導員の活用を図ってまいります。これを加えてございます。

続きまして、５ページをご覧ください。（１３）学校における働き方改革の取組でございます。
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ここは大きく取り入れたところでございます。具体的な取組といたしましては、文部科学省の

通知等に従い、学校閉庁日の継続、校務支援システムの活用、出退勤管理システムの活用、学

校マネジメント強化モデル事業嘱託職員の任用の継続、スクール・サポート・スタッフの任用

の継続等の施策を実施してまいるものでございます。

続いて６ページをご覧ください。（１８）学校施設の安全対策等の推進でございます。学校施

設の老朽化や安全管理への対応、環境衛生面の充実等を考慮して、３１年度の新たな取組とし

ては、④小・中学校高圧受電設備の改修の推進、⑤小・中学校特別教室の熱中症対策を推進し

てまいる予定でございます。

続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。（２０）図書館事業の拡充でございま

す。中央図書館を中心とした図書館ネットワークによる効率的な運営およびサービス等の充実

を図るため、３１年度の新たな取組としては、④インターネット閲覧用の端末機器を８台分更

新してまいります。また、⑤社会教育課による青梅市民センター内にある中央図書館青梅分館

の施設の管理を実施してまいります。

（２１）文化・芸術活動の推進でございます。具体的な取組といたしまして、市立美術館で

開催する特別展「中島潔展－新しい風－」、郷土博物館で開催する企画展「青梅の織物展」の展

覧会等を実施することを通じて、優れた芸術作品にふれる機会の提供を図り、文化・芸術に親

しむ機会の充実を図ろうとするものであります。

次に、（２２）社会教育施設の環境整備でございます。文化交流センターのオープンに伴う行

事の実施として、平成３１年度は施設の開館を記念して落成式、内覧会、オープニングイベン

ト等を企画してまいります。また、施設の貸出などセンター事業の円滑な運営を目指してまい

るところでございます。

これに対しまして、３０年度の実施事業の中で重点施策に載っていた事業のうち、除外した

主なものでございますが、市内中学校全１０校に対するタブレットＰＣへの更新、これは完了

をいたしましたので削除いたしました。それから、通学路の防犯カメラの設置、こちらは全小

学校１６校実施するものでございましたが、２８年度から３０年度までの３年間ですべての新

設が完了いたしましたので、削除をいたしました。またあわせて学校内防犯カメラ、これは  

１０年以上が経過して老朽化したものですので、小学校全１６校、中学校全１０校も２８年度

から３０年度までの３年間でその更新がすべて完了したところから、削除をしておるところで

ございます。

以上が、教育委員会の重点施策の主な紹介でございます。

先ほど教育部長から教育費予算の編成につきましてご説明をさせていただきました。教育委

員会では重点施策に対する事業等の実施のための経費および人件費や施設の維持費などの経常

的経費を合わせまして、平成３１年度予算で５２億２，８００万円余の歳出予算を要求してい

るところでございます。教育費を含む青梅市全体での一般会計予算要求の数値でございますが、

歳入の見込額が約４９０億５，０００万円余、これに対しまして、歳出の要求額は約５２５億
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３，０００万円余となっております。したがいまして、現在の状況では差引３４億７，０００

万円余の乖離があるという状況でございます。現在、予算編成作業の第一段階の査定作業とし

て、財政課による各課を対象としてヒアリングが始まっております。先ほど申し上げましたと

おり、３４億７，０００万円余の乖離があるという非常に厳しい予算編成の中での状況となっ

ております。

教育部の各課といたしましては、ヒアリング等の場で教育予算の必要性や重要性を訴えてま

いっているところでございますが、このような状況がありますことを補足として報告をさせて

いただきたいと思います。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（大野）】 新規について、もしくはここで削除するということについてのご説明、あり

がとうございました。新規で印をつけていきながら、もっと知りたいなと思ったんですが、新

規の事業について私どももよくわかっていないところがあるので、これはいずれ詳しく年度内

には説明をしていただけそうですか。何項目もあるから、今一つずつ言っていくのも大変でし

ょう。

【教育長（岡田）】 要求段階だから、要求して満額もらえれば説明できるけれど。

【委員（大野）】 今積算で要求している段階だって構いませんから。議事録に載るからうまく

ないのかな。

【教育長（岡田）】 それは問題ないです。

【教育部長（渡辺）】 ご指摘ありがとうございます。新しいものが幾つかございますので、次

回、これは新しいですよということで、この資料の中にあります項目ごとに説明させていただ

くということでよろしいでしょうか。

【教育長（岡田）】 単価とか金額も入った方がいいのかな。

【委員（大野）】 内容ですね。額の方はちょっとよくわからない。

【教育長（岡田）】 じゃ、次回用意するということでよろしいでしょうか。

ほかに。

【委員（稲葉）】 予算がないというのをすごくひしひしと感じているんですけど、予算がない

なら生み出すという方法もあると思うんですね。青梅には森林が沢山あります。前、手塚委員

も行かれたと思うんですけど、森林を学ぶために区内から小学校の先生方が学びに来ています。

教育委員会として、そういうものを例えば教育委員会の収益を得られる事業として展開はでき

ないかなと。「森林教育は青梅市で」という感じで、例えば施設なり何なり、空いている学校と

か色々あると思うので、その辺のところをプログラミングをちゃんとして、ＴＯＫＹＯ    

ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹは英語なんですけど、こっちはもう森林の「木育」というとこ

ろで、区内の小学校、中学校に青梅へ来ていただいて森林体験して学んでいただくという社会
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科の授業というところで、教育委員会として何か事業ができないかなと。その分の収益したも

のはやっぱり教育委員会できちっと子どもたちに還元していくような考え方もあっていいのか

なと思うんです。

森林教育のところで、プログラムをちゃんと立てられる人材が青梅市におります。あとは設

定日とかプロジェクトをどうするかというところを詰め合えばいいと思うので。私の仕事はそ

うなんですけど、ないなら生めばいいじゃない、つくればいいじゃないということでつくって

きた、色々な子育て応援の事業がありますので、それを考えると、やっぱりないないといって

つめるのではなくて、今度は積極的に出ていくという方法もあっていいんじゃないかな。ある

べきだと思うんです、森林を生かすために。そういうのは、プロジェクトチームを立てて何か

できると、青梅の森が生きてくるし、子どもたちも自然に目を向け、豊かな情操教育なり、そ

れから今後の成長発達していく中で、青梅市に住みたいなという若者も出てくるかもしれませ

んので、その辺のところを教育委員会として積極的に前に出ていってもいいんじゃないかなと

いう思いを私はしています。

以上、提案です。

【教育長（岡田）】 今の件ですけれども、成木小学校と第七中学校の周辺の後背の山を、地元

の皆さんが――ちょっと今法人が解散しちゃっているんですけれども、所有する山がありまし

て、これについて地元から市長に市あるいは学校林として活用してほしいという要望もありま

すので、それを踏まえて。来月また成木地区の教育環境を改善する方々との懇談会があるので、

ちょっと投げかけてみて、森林組合の皆さんや関係者、実際に山の手入れをできる人たちにも

入ってもらって、どういうことができるかは、また農林課の林務係の人ともあわせて、ちょっ

と私の方で検討したいと思います。来年度は難しいですけれども、将来に向けて。また、森林

環境譲与税というのがこれからもらえてくると思いますので、そういうのをあわせて活用して。

そうすれば、また成木小学校、第七中学校の生徒も色々な人たちと交流できる場もつくれると

思いますので、前向きに検討したいと思います。

【委員（稲葉）】 はい、よろしくお願いします。

【委員（榎本）】 学校施設の安全対策の予算は、わかっている分は計上できるんですけど、や

っぱり各学校ごとに現場の声というか、危険なところというのは違うと思うので、それにこた

えられるだけの予算を確保していただきたいなとは思っています。

【教育総務課長（浜中）】 ご意見ありがとうございました。学校施設の老朽化に伴う十分な予

算の確保というもの、そこは今、教育総務課の施設係と、それから技術部門の総務部施設課に

学校補修係という担当係がございまして、そちらの市長部局と教育委員会が連携して対応して

いるところでございます。年々老朽化が進む中で、非常に安全確保を十分にとるための予算の

確保というのは難しいんですけれども、そこのところは現場の状況を確認しながら、今日もう

ちの教育総務課の施設係長は学校を回っております。予算のときと並行して、実態を絶えず把

握して、的確にその辺のところまで予算取り等を画策しているところでございますので、今後
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も引き続き努力をしてまいりたいと思います。

【委員（稲葉）】 健全育成の推進のところで、⑤各学校における不登校対策の推進というとこ

ろにぜひ「家庭教育支援チーム」というのを入れていただければ嬉しいなと思っております。

予算はかかるかもわかりませんけれど。要請からきちっとしていかないといけないところなん

ですけど、スクールカウンセラーの回る数というのはとても少ないと思うので、その辺のとこ

ろは地域ですぐに活動して、そして訪問型で、問題を抱える、ちょっとＳＯＳを出しかけてい

るなというお家にそっと寄り添えるようなシステムがあるととてもいいのかなと思っています。

来年度は無理かもしれませんけれど、３月にはきちっとした仕組みみたいなモデルケースの冊

子が出てくるので、それをもとに訪問型の教育支援チームというのを、各都道府県で教育委員

会が推進していることですので青梅市も取り入れて、徐々にでいいと思うんですけど、地域で

支えるというところのポジションとして教育委員会がかかわっていくということを、ちょっと

頭の中に入れておいていただければ嬉しいなと思っております。

以上、意見です。

【教育長（岡田）】 最初におっしゃった名称は、教育支援…何でしょうか。

【委員（稲葉）】 「家庭教育支援チーム」です。訪問型で成功している都道府県がありますの

で、その事例を書いた冊子が出てきます。それをベースに青梅ができるようなことを考えてい

ければいいかなと思っています。ある都道府県では主任児童委員さんがリーダーになって地域

で動いてらして、色々なご家庭を訪問して、乳幼児から１８歳までのサポートをされているの

で、息長い行き届いた応援ができると思うので、効果的かなと思っております。

【教育長（岡田）】 今民生委員さんはブックスタートで、４カ月のお子さんの家庭訪問をやっ

ていますのでね。それこそ民生児童委員の方々ともまた仕組みを考えながら、予算は予算とし

て、その仕組みづくりについては進めていきたいとは思います。

【委員（稲葉）】 主任児童委員さんを活用するのがいいのかなと思っています。主任児童委員

さんも、ここで要望してもあれなんですけど、小学校に１人欲しいです。私、５校も持ってい

ましてとても大変だったので、１小学校に１人。そうすると家庭教育支援チームがきちっと運

営できるかなと思っております。

【教育長（岡田）】 この辺の意見は教育総務課長の方から福祉総務課長の方へ。また、３年に

１回の民生児童委員さんの中で、主任児童委員の在り方について将来的に、今の各地区にでは

なくて学校ごとにという要望もしてみて、次の改正に向けて協議してもらいたいと思います。

【委員（稲葉）】 今１２人しかいませんので。スタートは９人しかいなくて、その後１２人で

すので、あと一息です。

【教育長（岡田）】 これは予算編成に向けてのことですので、ほかになければよろしいでしょ

うか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、平成３１年度教育費予算の編成について（案）、

は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 青梅市教育委員会運動部活動の在り方に関する方針の改定について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項２を議題といたします。青梅市教育委員会運動部活動の在

り方に関する方針の改定について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 それでは、青梅市教育委員会運動部活動の在り方に関する方針

の改定についてご説明いたします。協議資料２をご覧ください。

こちらは、本年度の７月６日の教育委員会定例会においてご承認いただいたものでございま

すが、その後、１ページ目の中段にございますように、本ガイドラインにつきましては、「東京

都教育委員会運動部活動の在り方に関する方針について（通知）」にもとづいて作成したもので

ございますが、東京都教育委員会の方からも熱中症の観点について追加がございました。１ペ

ージおめくりいただきまして、３ページの上段、網かけ部分をご覧ください。「また、熱中症事

故防止の観点から、『熱中症予防運動指針』等を参考に、例えば、気象庁の高温注意情報が発せ

られた当該地域・時間帯における屋外の活動を原則として行わないようにする等、適切に対応

する」、この文言が追加されてまいりましたので、本市の方針につきましても追加しようとする

ものでございます。

説明は以上でございます。

よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

よろしいですか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市教育委員会運動部活動の在り方に関

する方針の改定について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 平成３０年度青梅市教育委員会伝統文化奨励表彰について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項３を議題といたします。平成３０年度青梅市教育委員会伝

統文化奨励表彰について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 それでは、平成３０年度青梅市教育委員会伝統文化奨励表彰審

査についてご説明いたします。

初めに、協議資料３－１をご覧ください。
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平成３０年１０月２３日に審査を行いました。

推薦者数につきましては、上段の表にございますように、小学校で３７名、中学校で２６名、

合計６３名の推薦がございました。推薦者の詳細につきましては、協議資料３－２の名簿に記

載されております。

２の審査の考え方についてでございますが、例年どおり活動継続年数を平成３０年３月時点

で「３年以上」としております。この基準に沿いまして、６３名のうち６２名が該当、１名が

該当しておりません。

また、（２）の表彰の対象についてですが、記載のとおりでございますが、「同じ取組での表

彰は行わない」ということがございまして、こちらの基準により、下の表の３の審査（事務局

案）にございますように、第六中学校３名が平成２９年度の受賞ということで対象としないと

いうことで考えております。

また、（３）に「青梅市以外の伝統文化に関わる活動については、表彰の対象としない」とい

うことがございまして、こちらの方は資料３－３実施要綱および３－４実施要領の方に、「青梅

市以外の伝統文化に関わる活動については、表彰の対象にしない」ということになってござい

ますので、河辺小学校、今井小学校の１名につきましては、対象から外す方向で事務局案とし

て添付させていただきます。

具体的に見ていただきますと、協議資料３－２、最後の「青梅市の伝統文化の継承の基準に

合致しない」というものですが、名簿の一番最後、６２番と６３番の児童になっております。

表彰事由が和太鼓ということでございますが、昨年度も和太鼓の表彰がございましたが、昨年

度は青梅市で３０年にわたり長く活動しているということで対象とさせていただきましたが、

今回の和太鼓に関しましては、活動の中心が青梅市ではないということと、あまりまだ青梅市

での認知もそんなに高くはないということで、対象から外してご提案させていただきます。

よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

【教育長（岡田）】 今の河辺小学校、今井小学校の和太鼓、どの地域でどういう団体で活動さ

れている方なんですか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 こちらの児童が所属している団体ですが、羽村市の方が主な活

動拠点ということになってございます。

【教育長（岡田）】 あくまで青梅市内での伝統文化の実施というところで引っかかったという

ことですか。それと、新しい団体ということで。「青梅市内において」という前提が違うという

ことですね。

【教育指導担当主幹（拝原）】 はい。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

 よろしいですか。

協議事項ですのでお諮りいたします。
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本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、平成３０年度青梅市教育委員会伝統文化奨

励表彰について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 以上で予定された案件についてはすべて終了いたしました。

そのほか、何かありますか。

【学務課長（石川）】 お手元に本日配付させていただきました２枚綴りの資料でございます。

前回の教育委員会定例会の中で、手塚委員さんからお話がありましたけれども、通学路の危険

に関するイラストで、こちらは国立研究開発法人防災科学研究所特別研究員の島崎敢さんとい

う方が作成されたんですけれども、ご本人がツイッターを通じて広く使用を呼びかけておりま

すことから、こちらのイラストを資料提供という形で各小中学校に配っていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【教育長（岡田）】 お手元の資料ですけれども、よろしいでしょうか。

これは配付ということでよろしいですね。それでは、お手元の資料を参考にしていただきた

いと思います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 会議の途中ですが、会議時間は午後４時までとなっています。ここで時間

延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、時間延長することに決定いたしました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 次に、市の「平成３１年度組織改正（案）」についてご報告したいと思い

ます。

なお、この件につきましては、まだ意思形成過程の案件であり公表されておりませんので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項および同条第８項の規定にもとづき、

非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、出席委員の３分の２以上の多数で議決しま

したので、非公開とすることに決定いたしました。

ここで関係する職員以外の方の退席を求めます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【非公開】

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【公開】
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【教育長（岡田）】 ここから会議を公開といたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 それでは、今後の日程について教育総務課長から説明いたします。

【教育総務課長（浜中）】 今後の日程についてご説明申し上げます。お手元に配付しました今

後の日程資料をご覧ください。

まず、大変申しわけございません、お詫び申し上げます。１１月２７日（火）の内容でござ

いますけれども、削除をお願いいたします。

１１月２９日（木）小学校の音楽会がございます。午前の部が午前９時４０分から、午後の

部が０時４０分から、会場は福生市民会館となっております。

１２月８日（土）小・中学生の主張大会、午後１時３０分から、霞共益会館で開催されます。

平成３１年になります。１月１１日（金）第１０回教育委員会定例会が午後１時３０分から

この部屋で開催される予定でございます。

さらに、１月１４日（月）平成３１年青梅市成人式が午前１０時１５分から、河辺の青梅市

総合体育館で開催されます。

よろしくお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 もう一度最初の項目を説明してください。

【教育総務課長（浜中）】 １１月２７日の件、青梅市の芸術文化奨励賞の表彰とありますが、

こちらは教育委員さんのご出席というものは行われていないということで、社会教育課と確認

をしまして削除したものを皆さんにご配付するところが、誤って加わったものが入ってしまい

ました。そういうことでございます。

【教育長（岡田）】 市長からの表彰式は行われますが、委員の皆様のご出席は特段求めないと

いうことです。よろしいでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 １点、追加させていただきます。

１２月３日（月）午後ですけれども、前回、校務支援ソフトについてご説明いたしましたと

きに、実際に見てみたいといったご意見がございました。実は１２月３日午後に出席可能な教

員で興味を持っている教員が集まって業者の説明を受けるといった場がございますので、もし

ご都合がよろしければ、そのときに来ていただきまして、実際に見ていただけるという機会が

ございます。詳細につきましては、指導係の方から改めてご連絡をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

【教育長（岡田）】 それから、市議会の福祉文教委員会の方からなんですけれども、早稲田大

学の喜多明人教授といういじめ問題の専門家の方に、１２月１７日（月）午前１０時から、市

議会議員、校長および教務主任（授業がある日なので全員は無理なんですけれども）を対象に、

講演会を開催する予定がございます。教育委員の皆様におかれましても、ご都合がつけられる

方はお聴きいただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

今年で退官されるのかな、私より４つ上ですから６８歳か６９歳の方で、島崎市議会議員と
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高校の同級生ということで、私の先輩にもなるんですけれども、快くお引き受けいただきまし

た。大津のいじめ事件にも関わられている方なので、貴重なお話が聴けるのではないかなとい

うふうに思います。

主催は青梅市教育委員会でございます。後ほど事務局の方からご案内を差し上げます。また

教授のプロフィールを添えたものも。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第５ 教育長閉議および閉会宣言 

【教育長（岡田）】 以上で本日の日程は終了しましたので、閉会といたします。お疲れさまで

した。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

午後４時２８分 閉会

青梅市教育委員会会議規則第２６条の規定により、ここに署名する。

青梅市教育委員会教育長

青梅市教育委員会委員


